
公
羊
と
の
比
較
に
於
げ
る
穀
梁
の
特
質
の

側
面

戸
口
回

昇

UJ 

序

春
秋
一
ニ
俸
に
於
け
る
穀
梁
の
特
質
を
考
察
す
る
に
は
、
手
続
と
し
て
先
づ
左
氏
と
公
穀
と
の
関
係
を
税
、
次
に
公
穀
の
異
同
の
比
較
に
就

い
て
考
ふ
べ
き
で
あ
る
と
忍
ふ
が
、
設
に
は
直
ち
に
後
者
に
於
け
る
一
斑
を
述
べ
る
事
と
す
る
。
市
し
て
公
穀
雨
停
の
密
接
な
る
関
係
は
、

鈎
友
俸
と
い
ム
場
合
よ
り
離
れ
て
、
出
平
に
'
磁
停
自
身
だ
け
に
就
い
て
も
十
分
に
認
め
ら
れ
る
事
で
あ
る
。
従
っ
て
以
下
雨
俸
の
比
較
に
際
し

℃
も
、
相
似
た
る
も
の
，
松
近
き
も
の
の
間
に
於
て
共
の
特
質
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
事
に
な
り
、
や
間
然
北
ハ
の
差
遣
を
強
調
せ
ん
と
す
る

傾
向
に
絡
ら
ざ
る
を
得
な
い
一
惑
を
強
め
こ
と
は
っ
て
程
く
。

叉
考
察
の
釘
象
と
し
て
幾
多
の
問
問
題
を
提
供
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
，
そ
れ
は
限
ら
れ
た
小
論
の
能
く
す
る
所
で
は
な
く
、
使
立
、

ご
の
‘
換
を
中
心
と
し
て
、
北
ハ
の
主
な
る
傾
向
の
一
つ
に
就
い
て
述
べ
る
事
と
す
る
。

〈
一
〉
桓
公
毅

弱
者
の
釘
王
室
、
釣
諸
侯
の
行
動
を
通
じ
て
天
子
と
諸
侯
と
の
関
係
を
税
、
雨
停
の
財
宝
に
釘
す
る
概
念
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
怠
ふ
の

ト
切
で
あ
る
が
、
特
に
桓
公
を
穆
げ
た
理
由
は
、
取
に
一
五
子
の
所
部
、
一
九
紛
在
公
混
成
品
。

e

と
い
ふ
絞
注
意
味
だ
け
か
ら
で
は
な
い
。
即
ち
雨
停
は

懇
談
b
L
設
く
に
専
ら
カ
を
裂
す
結
来
緩
め
て
多
く
の
体
例
を
設
け
、
体
例
は
解
粧
の
重
要
注
る
基
準
と
な
っ
て
居
る
。
新
か
る
重
一
安
号
、
る
体

例
佐
一
組
公
だ
け
に
は
一
府
停
ル
ム
ハ
に
之
を
該
げ
、
山
一
担
問
品
不
良
ハ
一
公
羊
日
妊
十
一
二
、
二
十
一
二
、
数
梁
日
佐
川
九
〉
と
い
ひ
、
数
梁
は
吏
に
叩
桓
令
不
致

ハ
恋
、
二
七
年
夏
)
と
も
言
。
て
居
る

G

叉
、
停
例
の
外
に
も
、

ω滋
桓
公
ハ
跨
侯
)
詳
。
ハ
公
羊
刊
行
妊
二
十
三
、
佐
川
元
、
二
、
十
七
、
穀
柴
れ
い
一
克
、
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ハ
註
A
守
〉

‘

十
七
〉

ω内
舛
佼
。
(
絞
染
H
於
三
十
一
、
保
問
)
と
も
昔
日
ひ
、
特
別
な
る
敬
意
と
税
変
の
訟
を
表
し
て
ゐ
る
。
全
体
中
或
る
一
例
人
の
協
に

掛
か
る
特
殊
の
取
扱
を
な
し
、
体
例
ま
で
設
け
る
が
如
き
は
桓
公
唯
一
人
に
限
る
の
で
あ
る
白
従
づ
て
一
府
停
の
一政
く
絞
誌
の
上
に
於
℃
、
一
和
一

人
公
の
存
在
は
極
め
℃
雷
一
裂
な
る
意
義
を
有
し
、
何
等
か
こ
L

に
訟
を
討
す
所
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
忠
は
れ
る
の
で
.
こ
L

に
先
づ
取
上

げ
た
の
で
あ
る
。

(
イ
〉
公
羊
の
桓
公
淑

桓
公
の
功
業
の
最
大
な
る
も
の
と
し
て
機
絶
存
亡
の
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
郎
、
街
、
犯
を
救
っ
た
三
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
凡

る
に
公
羊
は
先
づ
設
時
の
社
合
の
秩
序
の
維
持
安
定
は
一
に
桓
公
に
在
り
と
す
る
も
の
の
如
く
、
「
俗
爪
八
一
一
冗
年
、
舛
一
川
、
米
側
、
市
町
一
川
次
予

織
北
。
‘
救
刑
」
の
僚
に
、
経
文
に
は
秋
が
那
を
減
し
た
事
貨
を
議
か
ぬ
理
由
と
し
て
共
の
如
く
一
一
一
一
日
っ
て
ゐ
る
。

執
亡
之
。
翠
秋
誠
之
。
日
旬
翁
不
一
一
首
秋
滋
之
。
震
が
一
公
訟
也
。
日
勾
翁
震
一
利
一
公
詩
。
上
無
天
子
。
下
無
万
伯
。
一
六
下
諸
佼
有
利
減
亡
九
。
一
仰
い
公

不
能
救
。
削
則
桓
公
恥
之
。
(
下
階
)

こ
れ
と
同
様
の
文
が
、
「
倦
公
二
年
一本
五
五
月
披
楚
丘
」
の
術
の
滅
亡
を
救
っ
た
僚
、
「
似
公
十
四
年
十
税
務
抜
縁
陵
」
の
犯
を
救
っ
た
僚

に
も
繰
返
し
℃
述
べ
ら
れ
℃
ゐ
る
。
天
下
混
乱
し
て
天
子
方
伯
純
一
き
特
に
蛍
つ
て
は
、
…
洲
一
公
が
諸
侯
を
封
じ
た
の
は
義
と
し
て
卦
げ
さ
れ
ざ
る

も
、
資
は
許
す
の
で
あ
る
と
も
一
一
一
一
日
仏
(
後
依
参
照
)
中
閣
の
治
安
維
持
を
以
℃
己
が
任
と
な
す
料
公
を
肯
定
し
、
天
下
の
笠
拙
仰
の
、
竿
援
を
認
め

℃
ゐ
る
か
の
如
く
思
は
れ
る
。
又
傍
公
三
年
秋
、
舜
侯
宋
公
江
入
賞
人
令
子
協
穀
ー
一
に
、

此
大
倉
也
。
易
震
末
一
一
一
回
璃
。
一
組
公
日
。
無
障
谷
。
無
貯
来
。
無
易
紛
子
。
初
出
以
安
筋
妻
。
，

諮
侯
に
命
じ
た
の
は
一
組
公
自
ら
で
あ
る
か
の
如
く
一
一
言
び
、
「
依
『
公
四
年
。
楚
問
問
先
来
盟
子
師
。
盟
子
沼
段
。
ー
一
に
は

ハ
賂
〉
局
筋
再
一
言
明
品
。
張
問
販
楚
也
。
何
一
一
一
間
十
一
世
乎
服
楚
。
楚
有
王
者
則
後
版
。
無
王
者
則
先
抜
。
夷
欽
也
。
而
政
一
病
中
間
。
市
災
山
県
北
秋
一
父
。

中
閣
不
総
務
幾
。
…
組
公
救
中
間

o
m擦
夷
秋
。
卒
帖
荊
。
以
此
鏡
王
者
之
事
也
。
〈
崎
)

，

王
者
有
り
て
後
搬
し
王
者
無
け
れ
ば
先
づ
叛
く
楚
を
阪
総
せ
し
め
て
、
中
留
を
南
夷
北
放
の
手
よ
り
救
ひ
た
る
を
郁
し
、
王
者
の
事
と
な
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し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
平
心
に
此
れ
を
議
む
と
.
校
公
の
地
位
が
非
常
に
高
め
ら
れ
?
車
広
諸
侯
を
稼
ゐ
る
靭
者
の
地
位
に
皆
ら
ぬ
か
の

如
き
感
を
輿
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
又
)
「
傍
公
四
年
、
部
門
人
執
陳
緩
議
舎
一
」
の
僚
に
は
次
の
如
く
一
一
一
一
回
っ
て
ゐ
る
。

(
松
川
〉
執
者
間
如
筏
或
稀
侯
或
綿
入
。
総
侯
市
執
者
伯
討
也
。
綿
入
荷
執
者
非
伯
討
也
。
此
執
有
罪
。
何
以
不
得
潟
伯
討
。
古
者
府
公
東
征
則

回
関
怨
。
凶
征
郎
東
図
怨
。
桓
公
仮
塗
於
際
市
伐
楚
。
則
線
-A
不
欲
北
ハ
反
由
己
者

υ

師
不
正
也
。
不
修
北
ハ
向
而
執
議
塗
。
古
人
之
討
別
不
然
也
。

決
質
に
就
い
℃
は
左
停
と
は
呉
つ
℃
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
よ
七
て
、
注
意
す
べ
き
'
は
和
公
の
行
誌
を
許
侠
ず
る
基
準
で
あ
る
。
即

ち
経
文
に
「
湾
人
ー
一
と
し
花
の
は
、
元
来
…
初
公
は
有
罪
者
を
執
へ
た
の
で
あ
る
か
ら
伯
討
と
い
ふ
ベ
く
、
「
舛
佼
1

一
と
普
く
べ
き
で
あ
る
が

古
の
周
公
の
東
征
四
伐
に
及
ば
ざ
る
も
の
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
と
し
、
重
ね
て
「
古
人
之
討
則
不
然
也
!
一
ω

と
い
っ
て
ゐ
る
の
は
、
刻
一
公
の
行
伐

を
は
か
る
に
古
の
周
公
の
基
準
尺
度
を
以
て
し
て
ゐ
る
と
一
一
一
ロ
ム
哀
が
出
来
る
。

新
の
如
く
槻
℃
来
る
と
、
公
羊
の
一
利
一
公
殺
は
、
山
平
に
諸
侯
中
の
第
一
人
者
と
い
ふ
普
通
の
意
味
に
於
け
る
剥
者
た
る
の
地
牧
だ
け
で
な
く

政
治
的
に
、
時
に
は
道
徳
的
に
も
一
史
に
重
要
な
る
佼
値
と
意
義
と
を
附
興
せ
ん
と
す
る
か
の
如
き
傾
向
を
感
や
る
の
で
あ
る
。
勿
仏
一川
一
仰
い
公
は

何
廃
ま
で
も
諸
伎
の
一
人
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
天
子
と
の
協
に
劉
然
た
る
別
を
存
す
、る
の
は
や
同
然
で
、
日
公
下
も
他
の
所
で
そ
れ
吃

認
め
℃
ゐ
る
事
は
一
言
ム
ま
で
も
な
い
。
位
、
こ
れ
を
毅
梁
に
比
絞
ず
る
時
一
底
明
白
に
た
る
と
忠
ム
。

(
ロ
)
穀
梁
の
一
組
公
被

数
梁
が
会
話
ー
に
比
し
て
著
し
く
異
る
事
は
、
一
作
公
に
封
し
℃
公
羊
の
如
き
意
義
と
債
依
と
を
附
興
せ
令
、
務
者
た
る
一
料
公
の
上
に
一
λ
子
の

存
在
す
る
事
を
山
市
に
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
黙
で
あ
る
。

何
一
必
が
頼
者
と
し
て
の
地
牧
を
獲
得
す
る
に
一
生
っ
た
事
は
、
公
羊
に
よ
れ
ば
初
の
盟
に
於
け
る
信
が
天
下
に
著
は
れ
た
事
に
在
る
様
で
あ

り
数
総
は
初
の
躍
に
は
明
糠
で
は
な
い
が
.
信
を
以
之
諸
伎
を
従
へ
た
と
す
る
黙
は
同
様
で
あ
る
。
然
る
に
数
梁
は
一
肌
公
が
諸
侠
に
推
さ
れ

℃
務
者
の
地
位
に
就
か
ん
と
す
る
際
に
於
て
、
次
の
如
き
凝
を
持
ん
で
ゐ
る
。
「
抗
公
十
三
年
一
点
。
舟
人
求
人
搬
入
ぷ
人
料
人
A
M
m

子
北
ぷ
け
1

一

ハ
湾
入
、
五
公
作
済
侯
〉
円
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附
沌
琳
川
侠
宋
人
山
叫

D

共
同
人
何
也
。
始
疑
之

b

何
疑
鷲
。
杭
非
受
命
之
伯
・
担
。
持
以
事
授
之
者
也
。
臼
可
乎
未
乎
。
場
人
衆
之
節
也
。

f

j

，

、

0

0

正
氏
公
ギ
は
持
伎
に
作
る
に
封
し
穀
梁
の
み
何
故
湾
人
と
あ
り
、
北
ハ
虎
に
義
を
設
い
た
の
か
判
ら
ぬ
が
、
と
も
か
く
交
命
之
伯
に
非
ざ
る

を
い
っ
て
ゐ
る
。
鈴
文
丞
は
補
訟
に
「
左
氏
公
ネ
之
総
。
皆
告
一
阿
部
門
侯
。
一
字
之
潟
精
一
議
決
尖
0

1

一
と
い
っ
℃
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
我
川
引
水
の

嫌
わ
る
に
し
て
も
、
覇
者
の
上
に
天
子
の
も
存
在
す
る
事
を
明
ら
が
な
ら
し
め
ん
と
す
る
穀
梁
の
意
闘
が
殺
は
れ
る
。
メ
.
防
殺
の
ん
川
刊
に
一
仰
い
公

が
諸
仮
に
命
じ
た
事
に
づ
い
て
は
、
数
梁
は
一
五
子
と
同
じ
く
葵
丘
の
入
山
け
と
し
て
ゐ
る
が
、
モ
れ
を
命
じ
た
者
は
、
公
ネ
一
流
子
が
初
公
自
ら
で

あ
る
か
の
如
き
詑
池
に
お
し
、

一
机
別
品
不
日
。
此
例
以
日
。
英
之
也
。
佐
川
見
天
子
之
祭
故
怖
之
也
。
渓
FK
之
盟
。
隙
牧
市
、不
殺
。
絞
知
一
同
加
子
牧
上
。
宏
明
天
子
之
林
一ん也。

n

'
尚
一
般
来
。
母
日
勿
樹
子
。
母
以
妥
潟
妻
。
母
使
婦
人
山
県
関
事
。

、

命
じ
た
の
は
総
会
自
ら
で
は
た
い
率
、
を
明
僚
に
記
し
て
天
子
之
禁
を
再
度
一
一
一
一
円
ひ
、
北
ハ
の
天
子
之
禁
を
明
ら
か
に
し
た
が
銭
に
、
体
例
を
い
附
一
式

へ
て
日
を
一書
く
文
を
備
へ
た
の
で
あ
る
と
す
る
。
一
仰
い
公
の
行
動
を
付
時
五
に
給
付
け
ん
と
す
る
態
度
の
一
つ
で
あ
る
。
又
、
庇
公
十
六
年
冬
の

闘
に
於
け
る
同
盟
に
つ
い
て
公
羊
は
取
に

同
盟
者
何
。
肉
欲
也
(
似
体
注
。
同
心
欲
盟
也

o
m心
気
持
同
法
問
必
成
。
同
心
銭
惑
悪
必
成
。
放
霊
前
苦
一
口
同
心
也
)
と
い
ム
に
釘
し
、

M
4
裂

は
、
一
。
‘
向
者
有
向
也
。
同
傘
周
也
t

一
と
い
び
荘
一
公
二
十
七
年
一反
の
同
盟
に
も
、
公
平
は
体
な
く
穀
梁
の
み
次
の
如
く
一
一
一
一
口
っ
て
ゐ
る
コ

何

者

有

向

也

。

向

傘

周

也

。

於

同

北

部

後

授

之

諸

侯

む

。

‘

設
に
も
絞
公
を
傘
主
に
給
付
け
ん
と
し
、
額
業
そ
の
も
の
と
等
主
と
を
関
税
せ
し
め
ん
と
努
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

又
一
方
に
は
…
組
公
の
行
揚
が
諸
侯
た
る
の
分
限
を
越
え
て
ゐ
る
理
由
を
以
℃
談
。
て
賠
る
所
も
あ
る
。
即
ち
前
に
公
羊
が
、
一
利
一
公
の
機
絶

存
亡
の
功
と
し
て
諸
侠
で
は
あ
る
が
、
天
下
混
刷
此
の
際
街
、主
封
じ
た
る
を
許
し
た
「
佐
川
公
二
年
春
」
に
於
℃
、
穀
梁
ほ
次
の
如
く
論
じ
て
ゐ
る
。

ハ
略
)
北
ハ
不
一
一
爵
街
之
制
限
}
一
治
何
也
不
興
舜
侯
富
一
u

封
仇
旬
。
英
一
一
一
一
口
披
之
者
。
等
部
也
。
故
非
天
子
a

不
m
何
事
封
諸
侠
。
諸
侯
不
得
専
封
諸
侯
。
附
件
…
辿

以
義
市
不
殿
内
磁
a
a故

臼
仁
一不
鯵
選
。
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吟
じ
く
機
絡
存
亡
の
滞
を
救
っ
た
俊
ハ
侍
公
一
苅
年
)
に
は
「
以
共
不
込
手
揚
。
不
一
一
一
日
奔
侯
也
。
舎
一
T
C
し
、
「
佐
川
↓
公
十
四
年
春
c

諸
侯
抜
縁
段
。
'
一

に
は
「
共
同
諸
侯
。
役
続
也
(
略
u
…
約
一
徳
妥
ι

一矢
J

1

一
と
い
ふ
の
み
で
公
芋
の
如
き
絶
大
な
る
議
問
析
を
兄
出
す
事
が
山
内
栄
一
な
い
。

次
に
一
初
一
公
の
功
業
の
一
と
し
て
接
夷
に
つ
い
て
見
る
に
、
先
づ
山
れ
戒
を
伐
っ
た
事
で
あ
る
。
「
来
↓
公
三
十
年
。
舟
人
伐
山
校
。
ー
一
が
そ
れ

な
あ
る
。
一
雨
停
は
北
ハ
り
論
黙
を
異
に
す
る
を
以
て
比
較
す
る
事
は
出
来
ぬ
が
、
設
梁
は

(
略
)
佳
之
也
。
何
山
投
手
刻
。
燕
周
之
分
子
品
。
実
戦
不
至
。
山
戎
治
之
伐
ム
欠
。

や
は
り
律
五
と
結
び
つ
け
て
就
き
、
誌
に
も
鱗
仰
げ
た
楚
を
似
し
た
件
(
住
公
開
一
年
。
)
に
つ
い
て
「
公
羊
は
「
以
此
お
王
汽
之
一
挙
山
山
一
と
い
っ

℃
は
ぬ
る
が
、
枝
川
倒
的
に
隼
'
一
土
と
綴
係
づ
け
よ
う
と
し
た
形
跡
が
な
い
の
に
釘
し
、
殺
決
は
ニ
L

に
も
次
の
如
く
一
一
一
口
つ
℃
ゐ
4
0
0

(
略
)
大
問
問
之
以
兵
向
楚
何
也
。
一
初
公
日
。
昭
王
南
紅
不
反
。
い
い
い
一
円
茅
之
貢
不
壬
。
故
例
川
ん
一
主
不
約
九
小
。
以
完
円
。
式
々
(
時
)

34一一

以
上
を
綜
合
し
て
要
約
す
れ
ば
、
略
才
人
の
如
く
一
一
一
一
日
ム
事
が
山
内
来
る
と
思
ム
。
即
ち
公
平
が
、
一
和
一
公
の
内
符
伎
を
一
年
ゐ
外
央
秋
を
一
般
び
、
日
航

令
の
安
寧
と
秩
序
の
総
持
を
は
か
っ
た
一
惑
に
重
き
を
泣
い
て
訟
き
、
一
初
公
の
乞
山
市
な
る
誠
一
夜
に
切
め
や
し
て
、
一
ト
一
品
の
に
も
一
泣
き
以
め
て
刈
い

地
伎
を
版
ハ
へ
て
庇
り
、
特
に
得
一
土
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
傾

J

日
は
認
め
ら
れ
な
い
の
に
封
し
‘
一
日
以
吸
は
が
一
公
の
上
に
ド
ヘ
「
の
仔
在
を
明
ら

か
に
し
そ
の
行
待
在
来
く
等
主
に
給
付
け
よ
う
と
し
℃
ゐ
る
。
又
公
平
が
一
利
一
公
の
功
業
の
成
果
乞
一
級
め
℃
前
揚
し
℃
伐
る
の
に
到
し
、
川
以
川
川
市

は
そ
れ
程
に
重
ん
ぜ
守
、
却
つ
℃
佐
々
諸
伎
の
分
肢
を
越
え
℃
ゐ
る
と
し
℃
吃
し
て
対
ゐ
の
乞
見
出
す
の
で
あ
る
。

(
一
一
)
公
羊
の
「
文
、
愛
」
「
穣
」
と
穀
梁
の
「
轡
一
之
正
1
7

以
上
述
べ
た
一
治
体
の
棉
法
主
一
唐
明
確
な
ら
し
め
、
一
史
に
弱
体
が
常
時
の
時
間
川
或
は
周
宝
そ
の
も
の
に
お
し
て
如
何
な
る
認
減
、
観
念

p-

有
し
て
ゐ
た
か
を
考
察
す
る
子
掛
り
と
し
て
、
ぺ
公
芋
の
「
文
宣
!
一
、

「
様
」
と
殺
梁
の
「
愛
之
正
j

一
と
を
取
上
げ
る
事
と
す
る
。

(
イ
〉
文
、
寅

先
に
一
仰
い
公
続
に
於
℃
締
約
け
た
如
く
‘
総
経
存
亡
に
開
削
し
て
は
わ
公
べ
ん
年
間
仰
を
放
っ
た
保
に
於
℃
、
公
山
い
は
更
に
尖
の
如
く
一
一
一
一
は
っ
て
ゐ
る
。

上
川
県
天
子
。
下
位
一
方
約
。
一
大
下
認
候
有
相
滅
亡
者
。
一
利
一
公
不
能
救
。
問
削
桓
公
恥
之
。
(
略
)
京
地
北
ハ
揺
仰
何
。
不
服
パ

「
3

久
日
J
1
V
A

九一suduyみ.口
H
J、に九日中。
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い
民
問
題
と
し
て
お
&
。
叉
、
「
b
A
公
一
光
年
一
千
一
舟
。
一
品
同
人
執
宗
伶
幾
予
京
部
品
」
の
僚
に

〈
略
〉
伯
討
期
衆
綿
入
何
。
疑
。
北
パ
開
制
箆
疑
。
不
自
邦
大
夫
専
執

6
9
易
震
不
鼠
〈
。
賢
雨
炉
、
。
荷
文
不
興
。
文
忍
議
不
典
。
大
夫
之
義
不
得
専
執
也
。

三
島
公
十
一
年
b
b
J

十
月
。
楚
人
殺
隊
夏
徴
好
ι
の

僚

に

，

¥

(
略
)
殿
内
一
討
亦
不
興
也
。
品
第
一
小
山
県
。
震
輿
。
部
文
不
出
品
〈
。
文
日
制
混
不
血
(
。
一
語
侯
之
義
不
得
専
封
也
。
諸
侯
之
義
不
得
亭
封
。
山
川
北
ハ
日
賞

典
之
何
。
上
無
天
子
下
位
…
方
給
。
天
下
諸
侯
有
穏
無
選
者
。
医
紋
父
。
カ
能
討
之
別
討
之
可
窃
む

と
あ
り
、
以
上
六
ケ
僚
に
於
℃
文
、
室
主
以
て
迷
ペ
℃
ゐ
る
0
4

ん
も
公
羊
拭
常
に
震
を
以
て
演
し
℃
の
み
居
る
の
で
な
い
事
は
勿
.
論
で
あ
っ
て
、

昭
公
四
年
央
が
持
の
鉱
区
箆
封
を
防
に
封
じ
た
の
を
諸
侯
が
北
ハ
に
央
を
伐
っ
た
際
に
は
、
同
協
〈
の
専
対
を
許
さ
や
と
し
、
薬
公
一
五
年
末
の
魚
石

を
楚
が
封
ヒ
た
際
に
も
，
諸
侯
の
「
不
興
諸
侯
専
封
也
」
と
し
て
、
「
寅
輿
」
と
は
一
一
一
一
口
つ
℃
ゐ
な
い
。
如
何
な
る
場
合
に
「
寅
輿
」
を
滋
M
M
じ
も
如
何

な
る
時
に
之
を
趨
対
し
な
い
で
、
文
の
義
に
よ
り
「
不
興
ー
一
と
の
み
い
ふ
の
か
未
だ
詳
に
し
な
い
が
、
と
も
か
く
公
羊
の
思
想
に
於
て
混
賞
、

笈
情
を
重
ん
や
る
態
度
と
義
理
が
現
震
に
狩
流
さ
れ
て
し
ま
ふ
か
の
如
き
感
の
存
す
る
事
は
略
々
認
め
ら
れ
る
と
間
十
令
市
し
℃
斯
か
る
傾

向
態
度
を
以
て
す
れ
ば
，
必
然
的
に
次
の
如
く
楼
惑
を
重
ん
や
る
薬
と
も
な
る
と
怠
ム
。

(
ロ
〉
様

「
機
」
と
は
何
か
。
姑
ら
く
傍
文
に
就
い
℃
見
る
に
一

i

額
公
十
一
年
九
尽
。
宋
人
執
鄭
祭
仲
の
僚
、
事
の
始
末
は
鄭
の
託
公
の
公
子
に
忽
(
w
m

公
〉
・
突
〈
服
公
〉
の
二
人
が
あ
り
、
忽
は
絡
協
祭
仲
が
公
の
滋
に
髪
っ
た
部
斐
の
生
め
る
子
で
あ
っ
た
。
放
に
港
公
の
残
後
ム
帰
一
に
忽
主
君
伎
に

立
イ
」
た
。
然
る
に
し
突
は
宋
の
大
夫
恭
氏
、
が
京
公
に
女
は
し
た
家
総
の
生
め
る
子
で
あ
り
、
来
氏
は
宋
公
に
銭
が
あ
っ
た
の

f
、
附
公
〈
忽
)
の

後
見
者
山
内
小
仏
W
E執
へ
て
脅
か
し
北
ハ
の
君
主
出
し
℃
突
を
立
て
し
め
た
の
で
あ
る
。
(
左
俸
に
主
る
〉
共
の
持
の
山
内
川
伸
の
態
度
に
封
し
て
公
下

は
火
の
如
く
迷
ぺ
て
ゐ
る
。

祭
仲
者
何
。
郷
相
場
。
何
以
不
言
。
賢
也
。
俗
資
乎
祭
件
。
以
鴻
知
機
也
。
北
ハ
筏
知
様
奈
何
。
在
者
側
州
問
底
子
却
川
口
正
柳
川
的
有
心
品
川
於
Mm公

者
。
通
手
犬
人
以
取
茶
桜
一
山
遜
郊
…
鴨
川
。
話
料
判
官
口
託
公
死
。
己
務
。
祭
仲
持
住
者
予
期
的
。
治
一
一
出
子
宋
。
求
人
執
之
。
前
之
日
待
我
山
忽
而

一一-3$一一一



立
発
。
祭
仲
不
従
共
一
一
一
一
日
骨
別
君
必
死
趨
必
亡
。
従
北
ハ
言
mm話
可
以
牛
一
易
死
。
関
可
以
存
易
亡
。
少
遼
絞
之
別
突
可
故
出
。
十
印
忽
可
故
反
。

同

A
A
不
可
特
別
病
。
然
後
有
郷
問
問
。
古
人
之
有
機
者
。
祭
仲
之
様
是

aQ
格
者
何
。
様
者
反
子
経
、
然
後
有
著
者
也
。
椛
之
所
設
。
、
合
死
亡

無
所
設
む
行
機
有
道
。
自
販
損
以
行
機
。
不
中
古
人
以
行
椛
む
殺
人
以
自
生
。
亡
人
以
自
存
。
宏
子
不
得
也
。

郎
ち
山
本
公
の
命
に
従
は
ね
ば
活
も
死
し
簡
も
亡
び
る
一
挙
と
な
り
、
活
し
北
ハ
の
言
に
従
へ
ば
君
は
生
き
協
は
存
す
る
事
が
出
来
る
し
、
一
時

緊
治
し
た
情
勢
を
ゆ
る
め
て
後
協
を
計
っ
た
の
で
あ
る
。
祭
仲
は
質
に
「
縫
」
を
知
る
者
で
あ
っ
℃
、
之
を
賢
と
し
、
古
人
の
「
様
」
有
る
者
に

比
し
て
ゐ
る
。
古
人
の
「
犠
」
あ
る
者
と
は
、
何
休
は
伊
少
と
し
、
伊
予
が
太
甲
を
籾
宮
に
放
っ
た
事
を
指
す
と
解
し
て
ゐ
る

D

抜
て
公
ネ
が
如
何
に
現
笈
の
事
態
を
重
ん
や
る
に
し
て
も
、
他
図
の
君
に
強
要
せ
い
り
れ
て
己
が
主
君
主
段
泣
し
た
哀
を
認
容
し
、
そ
れ
の

み
怒
ら
や
之
を
賢
者
と
し
、
「
檎
」
主
知
れ
る
者
と
稲
場
ず
る
に
一
主
つ
て
は
、
義
を
説
く
べ
き
泰
秋
俸
と
し
℃
多
く
の
論
議
を
醸
し
て
借
る

の
で

b
ゐ
司
元
も
公
羊
自
身
も
北
ハ
の
設
の
重
大
な
る
鑑
み
た
の
で
あ
ら
う
Y
M
m
心
の
注
意
を
挑
ひ
っ
L

「
椛
」
の
本
質
に
就
い
て
詳
細
に
設

問
問
し
、
機
の
行
使
に
関
す
る
諸
依
件
を
挙
げ
て
は
ゐ
る
が
、
た
と
へ
そ
れ
ら
の
誇
保
件
を
翠
く
備
へ
た
に
し
て
も
、
義
理
の
上
か
ら
論
や
れ

ば
依
然
と
し
℃
問
題
が

b
ら
う
J

然
し
公
学
の
立
場
か
ら
考
へ
れ
ば
樹
首
の
現
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
宗
一
理
を
排
し
て
直
面
せ
る
事
態
に
反
す
る
道
と
し
℃
、
一
概
に
排

す
る
率
も
出
来
ぬ
と
思
ふ
。

以
上
は
極
め
て
概
略
的
で
は
あ
る
が
、
公
ネ
の
現
~
貫
主
主
ん
宇
る
傾
向
よ
り
、
同
去
の
無
力
、
一
舵
舎
の
混
乱
に
お
す
る
認
識
、
観
念
に
一

つ
の
説
明
し
い
特
徴
の
存
ず
る
事
を
述
べ
た
の
で
あ
る

3

こ
れ
に
お
し
て
毅
梁
乞
比
較
し
つ
L

北
ハ
の
特
質
の
一
斑
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
忠
ム

(
ハ
〉
繁
之
正

公
ル
平
、
が
設
時
の
綾
成
の
失
践
を
一
言
ふ
に
お
し
、
穀
梁
は
如
何
に
裁
て
ゐ
る
か
。
「
傍
公
五
年
秋
八
月
号
諸
侯
盟
子
育
止
。
」
の
僚
に

ハ
崎
〉
天
子
徴

Q

認
候
不
享
鋭

Q

…
釈
桧
大
関
扶
小
腐
っ
統
諸
侠
不
能
以
靭
天
子

3

亦
不
敬
致
天
王
。
牟
王
位
子
子
宮
獄
。
電
乃
所
以
傘
天
王
之

ハ
絡
)
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「
昭
会
一
一
一
十
二
年
多
。
伶
孫
何
忌
:
:
:
竣
成
席
。
」
O
僚
に
も
失
の
如
く
一
一
一
回
つ
℃
ゐ
る
。

天
子
微
9

諸
侯
ナ
ル
卒
鋭
。
天
子
之
在
者
。
依
然
厳
(
続
。
故
諸
侯
之
大
犬
。
和
伸
以
一
味
。
此
愛
之
正
也
。

即
ち
天
子
の
無
力
を
言
ひ
な
が
ら
も
も
公
羊
の
「
上
紙
一
天
子
。
下
無
方
的
制
。
」
と
い
ひ
、
恰
も
天
子
の
存
在
中
乞
無
税
す
る
か
の
如
き
口
吻

b
L

以
て
す
る
に
訴
し
℃
‘
「
天
子
徴
。
!
一
と
、
微
弱
な
が
ら
も
共
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
。
一
は
無
と
い
ひ
一
は
微
と
い
ひ
、
前
者

は
否
定
的
で
あ
り
後
者
は
肯
定
的
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
躍
な
る
川
出
荷
上
の
問
題
と
見
る
べ
き
で
な
く
、
一
限
停
の
根
本
絞
念
の
相
違
が
斯
か
る
話

と
な
っ
て
現
は
れ
た
も
の
と
筏
し
て
差
支
左
い
と
忠
ふ
。
穀
梁
は
混
乱
の
世
相
を
共
の
伎
に
綴
ん
と
せ
子
、
一
点
瑚
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
英

理
の
上
に
立
っ
て
現
笠
を
認
識
せ
ん
と
す
る
悲
皮
が
笈
は
れ
る
の
で
あ
る
。
向
周
去
に
釣
し
て
極
め
て
mw
僚
に
白
ら
の
思
想
主
表
明
し
た
一
一
一
一
日

葉
と
し
て
次
の
如
き
も
の
が
あ
る
。
一

J

佑
公
八
年
表
五
五
月
。
公
舎
一
十
一
入
、
総
門
供
宋
公
・
:
・
箆
子
洗
。
ー
一
の
依
に

主
人
之
先
諸
佼
何
也
。
責
主
命
也
。
初
版
雌
徴
。
必
加
於
上
。
弁
完
雌
官
。
必
加
於
言
。
前
向
{
一
叩
一
雌
表
。
必
先
諸
役
。
兵
一
平
之
合
也
。

勿
論
公
羊
に
於
て
も
義
測
を
説
き
名
分
を
一
一
月
ひ
、
得
一
土
主
主
張
す
る
事
は
訪
に
も
述
べ
た
所
で
あ
り
，
此
の
僚
に
於
て
も
「
一
上
入
方
何
。

微
者
也
。
引
付
録
序
乎
諸
侯
之
上
。
先
王
命
也
3

1

一
と
い
っ
て
ゐ
る
。
然
し
北
ハ
の
根
本
観
念
に
於
て
は
ど
う
し
て
も
相
違
を
感
ぜ
ら
れ
る
の
で

そ
れ
は
穀
梁
に
は
公
主
の
如
き
「
文
寅
」
や
「
様
」
の
思
想
の
絶
対
に
見
出
さ
れ
な
い
と
い
ム
一
事
を
以
て
す
る
も
足
り
る
と
尽
ふ
。

公
羊
が
「
文
、
笈
」
乞
説
く
僚
の
俄
々
に
就
い
て
穀
梁
の
所
設
を
絞
れ
ば
、
佐
川
公
一
五
年
料
公
が
山
中
む
救
ふ
僚
に
は
、
「
以
比
八
戸
小
川
北
乎
揚
。
不
一
一
一
口

拷
俊
也
。
」
と
し
、
日
二
年
後
郎
に
姥
く
後
に
は
先
に
も
引
い
た
如
く

(
路
一
)
不
出
一
(
舛
供
与
対
也

3

北
ハ
宮
城
之
有
専
制
御
也

G

放
非
天
子
不
得
専
吋
諸
佼

D

諸
役
不
得
事
介
諸
佼
雄
…
辿
北
ハ
仁
以
義
γ

間
不
山
県
也
。
紋
日
ロ

あ
っ
て
、

仁
不
勝
道
。

公
羊
の
所
前
「
文
k
m
w
ち
義
深
の
み
を
以
て
し
、
を
段
階
か
ぬ
。
即
ち
が
一
一
公
が
他
の
関
の
滅
亡
を
救
っ
た
事
は
仁
に
泊
中
と
一
一
一
日
へ
る

が
、
天
子
に
詐
や
し
て
本
討
し
た
専
は
義
に
か
な
は
ぬ
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ハ
泣
率
一
任
、
仁
。
謂
存
亡
問
問
。
辺
。
沼
上
下
之
校
。
)
又
同

十
四
年
街
b
b
救
づ
た
僚
に
は
、
「
和
一
徳
一
説
ム
ル
〈
」
と
い
ム
の
み
で
あ
り
‘
文
公
十
四
年
晋
の
部
克
が
挺
前
(
公
羊
作
接
出
)
を
料
に
約
れ
た
僚
に
、
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は
正
不
正
を
以
て
論
十
る
の
み
で
あ
り
、
定
公
元
年
、
音
人
が
仲
幾
を
京
仰
に
執
へ
た
僚
に
は
。
「
不
典
大
夫
之
伯
討
也
。」
と
し
て
、
公
平
の

如
く
「
笈
山
内
1

一
と
は
一
一
誌
は
ぬ
。
似
、
「
笠
公
十
一
年
、
後
人
殺
隊
一以
徴
待
」
の
保
に
は
、
公
羊
が
「
文
、
質
」
を
説
く
に
到
し

此
入
而
殺
也
。
北
ハ
不
言
入
何
也
。
外
徴
合
子
、
線
也
。
北
(
外
微
針
子
限
付
也
。
明
楚
之
討
有
山
非
也
。

と
言
っ
て
北
ハ
の
外
討
を
許
し
℃
肘
る
絞
で
あ
る
が
、
公
い
や
の
「
文
も
笈
」
と
は
全
く
m
t
(

る
の
で
あ
っ
て
、
穀
梁
の
こ
れ
は
補
一
訟
に
も
一
一
一
一
日
ふ

如
く
「
文
」

ω
上
で
許
し
℃
借
る
と
見
た
の
で
あ
る
。

必
ず
る
に
公
羊
の
「
文
、
笈
」
「
典
、
不
興
」
の
論
は
、
数
決
公
体
中
令
一
く
存
在
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
一
ー
椛
」
に
つ
い
て
も
川
総

な
事
が
一
一
一同
へ
る
の
で
あ
る
。
郊
の
祭
仲
に
闘
し
℃
も
.
「
突
郎
子
郷
。
ー
一
の
僚
に

日
突
山
間
之
也
。
日
蹄
易
統
也
。
祭
仲
日
制
共
事
。
椛
在
的
ハ
小
仲
也
。
死
活
難
民
活
也
。
今
立
怒
一
印
刷
川
正
。
忍
川
公
仲
也
。

然
仲
は
放
縦
に
死
す
べ
き
が
民
道
で
あ
る
の
に
却
っ
て
対
校
に
即
く
べ
き
正
治
の
訴
を
…
駁
し
て
不
正
の
殺
を
立
て
た
の
を
忍
む
と
し
て
ゐ

る
。
(
此
ぃ
院
に
一
一
一
ロ
ム
「
様
」
は
公
羊
と
は
全
く
加
の
も
の
で
あ
る
。
)

然
し
段
、
に
一
般
注
意
す
べ
き
は
、
穀
如
来
に
於
け
る
「
愛
之
正
ー
一
で
あ
る
。

先
づ
停
文
に
就
い
て
似
る
に
、
先
に
引
い
た
「
依
公
五
年
秋
八
月
。
諸
侠
盛
子
首
減
。

ー一
の
僚
に

(
時
)
析
。
諸
侠
也
。
不
能
川
明
天
子
。
円
一北
不
思
也
。
王
世
子
。
子
也
。
塊
然
一
党
訪
侠
之
傘
己
。
市
立
乎
北
(
位
。
日
正
不
子
也
。
一
洲
一
不
区
一上
叶ぃ子

不
子
。
則
北
ハ
所
諮
問
鴬
何
也
。
日
正
則
鐙
之
正
也
。
天
子
徴
。
諸
候
不
平
説
。
(
略
)
等
王
叶
一
子
子
首
識
。
ル
所
以
傘
天
王
之
命
也
。
世
一
子
合
一
士
命

令
持
一
仰
い
。
亦
所
以
傘
天
王
之
命
也
。
雅
子
受
之
可
乎
。

n
M
亦
愛
之
正
也
。
天
子
徴
。
諸
佼
不
享
説
。
世
子
一
父
諸
佼
之
傘
己
。
雨
天
子
得
点
〈
。

世
子
交
之
司
也
。

義
理
本
来
の
上
よ
り
見
れ
ば
、
松
公
が
諮
侯
を
統
一
し
た
が
ら
、
そ
れ
を
葎
ゐ
℃
天
子
に
朝
す
る
事
を
せ
ぬ
の
は
不
川
に
し
て
一
土
牧
子
が

世
子
で
あ
り
た
が
ら
諸
侯
の
践
を
受
け
た
の
は
不
子
で
あ
る
が
、
天
子
の
構
成
の
茨
へ
た
時
に
骨
問
。
℃
止
む
を
得
ぬ
事
で
、
一
土
牝
子
を
傘
ぷ

事
は
天
王
を
傘
ぷ
事
に
た
り
、
五
世
子
も
共
の
雄
主
受
け
る
事
が
や
が
て
掌
王
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
「
愛
之
正
ー
一
と
し
て
許
さ
る
べ
き
で
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あ
る
と
説
く
の
で

b
b軒

党
ハ
の
設
き
方
に
於
て
、
或
は
公
平
の
「
文
、
室
」
を
一
一
一
一
日
ふ
の
に
鉱
て
居
る
援
に
も
感
ぜ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
℃
同
一
殺
さ
る
べ
き
で
は

な
い
争
公
平
の
「
文
」
と
「
質
」
と
は
相
釘
す
る
も
の
で
み
一
く
正
反
釣
の
方
向
を
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
穀
、
梁
の
「
愛
之
正
」
は
同
一
方
向

に
於
け
る
距
維
の
差
に
過
ぎ
な
い
。
傘
王
の
怒
想
よ
り
一
一
一
一
日
へ
ば
毘
下
と
し
℃
の
本
分
に
於
て
不
十
分
で
は
あ
る
が
、
新
か
る
現
震
に
於
℃
は

ん
ん
む
を
符
宇
と
し
て
許
容
し
た
も
の
で
あ
る
。
向
、
「
愛
之
主
」
に
就
い
て
は
、
昭
公
二
十
三
年
冬
、
諸
侯
の
大
夫
が
和
集
っ
て
成
問
に
抜

い
た
時
に
、

天
子
微
。
諸
侯
不
~
学
説
。
天
子
之
在
者
。
惟
祭
山
持
続

G

故
諾
侯
之
大
夫
。
相
帥
以
城
之
。
此
愛
之
正
也
。

と
あ
り
、

mm綾
な
一
帯
が
一
課
公
二
十
九
年
に
、
認
伎
の
大
夫
が
花
に
城
い
た
僚
に
も
あ
る
。

お
者
天
子
封
諸
侯
。
並
ハ
地
足
以
容
共
氏
白
北
ハ
氏
足
以
潟
披
以
自
守
也
。
柁
危
部
不
能
自
守
。
故
諸
侯
之
大
夫
和
的
以
抜
。
此
縫
之
正
也
。

丸
、
「
来
公
元
年
秋
。
築
王
知
之
鈴
子
外
0

1

一
に
も
次
の
如
く
い
ふ
。

築
殿
山
泊
。
子
外
非
総
也
。
築
之
話
機
何
也
。
主
主
知
者
必
自
公
門
出
。
於
販
問
問
己
傘
。
於
疲
山
知
己
卑
。
徳
之
築
都
立
〈
。
築
之
外
繁
之
正
也
ハ
略
)

絞
殺
が
「
俊
之
正
」
と
私
し
て
ゐ
る
の
は
以
土
に
翠
き
る
が
、
北
ハ
の
内
容
は
君
の
援
泣
、
諮
伎
の
本
封
等
主
許
す
と
い
ふ
公
羊
の
「
文
、
震
」

と
は
全
く
呉
る
も
G
で
、
況
ん
や
「
縫
」
と
は
全
然
加
の
者
で
あ
る
事
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
，
共
の
言
葉
の
上
か
ら
見
れ
ば
或
は
紛
ら
は
し
く

も
あ
る
が
、
そ
れ
に
聯
綴
す
る
思
想
、
北
ハ
の
…
訟
の
使
用
趨
崩
せ
ら
れ
℃
ゐ
ゐ
館
所
と
を
併
せ
考
へ
れ
ば
、
亦
自
ら
判
然
、
た
る
も
の
が
あ
る
。

即
ち
補
者
何
れ
も
斯
く
わ
る
べ
し
と
定
め
ら
れ
た
ら
道
に
合
致
し
て
活
ら
ぬ
黙
は
同
様
で
あ
る
が
、
「
椛
」
は
公
羊
の
明
言
す
る
如
く
「
経
に

反
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
穀
梁
の
「
援
之
正
」
の
遜
舟
せ
ら
、
れ
て
ゐ
る
僚
が
何
れ
も
等
五
と
関
係
を
持
つ
所
な
ど
を
考
へ
る
と
、
そ

れ
は
「
絞
」
そ
の
も
の
に
は
合
致
し
て
は
居
た
い
が
、
決
し
丈
ぞ
れ
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
共
の
本
道
に
か
去
っ
℃
は
賠
な
い
が
、
そ
れ

に
沿
う
た
道
で
あ
る
と

然
し
た
が
ら
義
理
主
主
と
す
る
時
は
論
滋
共
の
も
の
は
整
続
ナ
る
で
あ
ら
ろ
が
共
の
一
江
部
或
る
兵
般
的
の
行
お
事
笠
の
利
敵
許
僚
に
於
て

へ
る
と
忠
ム
。
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決
の
窓
愉
に
池
せ
今
泌
氏
過
を
知
ら
や
動
も
す
れ
ば
義
現
の
伐
の
一
義
理
に
陥
る
傾
向
を
生
じ
易
い
の
で
あ
る
。
紋
梁
に
は
極
め
て
多
く
そ
れ
を

認
め
符
ゐ
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
.
大
夫
が
求
人
叩
乞
幣
し
て
他
閣
に
使
す
る
時
の
椛
限
に
就
い
て
見
ゐ
も
、
時
処
辺
、
融
通
に
飲
け
、
川
市
一
訟
を
川

く
持
し
て
・議
ら
ぬ
態
度
な
務
所
に
認
め
る
の
で
ゐ
っ
て
、
一
‘
…袋
公
十
九
年
。
晋
子
匂
帥
仰
佼
弾
。
一
惜
し
十
穀
間
部
門
侯
ヰ
ル
法
」
の
如
き
は
比
ハ
の
灯

側
の
例
で
あ
る
。

(
ロ
ウ
君
位
に
射
す
る
概
念

以
上
二
項
悶
を
泌
し
て
関
係
の
周
袋
、
時
間
川
に
封
ず
る
概
念
と
態
度
の
概
略
を
均
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
放
に
一六
下
、
関
家
の
故
大
な
る

機
放
で
あ
る
紫
伎
に
お
す
る
淑
念
に
就
い
て
一
服
鱗
れ
て
見
ょ
う
と
思
ム
。

ハ
イ
〉
「
認
ー
と
の
体
例
主
疋
不
正

穀
、
梁
は
君
位
の
安
定
と
共
の
傘
雷
一
一
に
は
非
常
な
る
繍
心
左
有
し
、
川
悦
々
心
場
合
に
之
を
力
説
し
て
応
る
の
で
ゐ
る
。
先
づ
便
宜
上
、
路
伎

の
存
じ
た
る
場
合
の
体
例
主
見
る
に

務
侠
日
卒
正
也
。
ハ
際
公
一
一
一
年
八
月
庚
反
宋
公
和
卒
)

花
畑
怖
は
「
正
ρ

潟
承
嫡
。
」
と
し
、
諸
侯
が
卒
し
た
時
日
を
警
く
の
は
、
正
設
に
君
位
に
即
く
べ
く
し
て
即
い
た
京
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。

此
む
縛
例
は
極
め
て
頻
繁
に
震
は
れ
、
或
は
「
諸
侯
時
卒
。
悪
之
也
。
ー
一
と
も
一
一
一
一
同
び
、
山
川
川
公
十
七
年
冬
十
有
二
月
乙
一
亥
奔
佼
小
白
卒
」
の
依

に
於
七
は
、
桁
一
公
は
兄
公
子
糾
の
対
伎
に
郎
く
べ
き
を
自
ら
立
っ
て
之
を
殺
し
た
者
で
、
君
位
機
承
の
正
常
な
る
者
で
は
な
い
か
ら
、
半
せ

る
持
、
自
を
裳
く
べ
き
で
は
な
い
が
、
前
に
北
ハ
の
不
正
な
る
を
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
か
ら
、
此
の
僚
に
は
4
4

円
通
の
正
常
な
る
君
の
例
に
よ
り

認
し
た
と
い
っ
て
ゐ
る
。
(
純
文
略
)
丸
、
ゐ
夷
秋
の
君
の
場
合
は
之
、
亡
見
(
Q
、
北
ハ
の
正
不
正
に
拘
は
ら
守
し
て
皆
略
し
て
日
を
警
か
ぬ
と
い

ふ
の
で
あ
る
。
ハ
文
公
一
元
年
九

J

十
月
了
末
去
一
誌
の
停
)
(
倫
此
の
停
例
に
就
い
て
は
一
史
に
詳
細
に
設
か
れ
℃
ゐ
る
が
、
便
宜
省
略
に
従
ム
。
〉

穀
梁
の
最
も
著
し
き
特
演
の
一
つ
と
し
て
日
月
例
の
整
備
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
.
共
の
日
月
例
中
に
於
て
も
卒
、
葬
の
僚
に
於
て
故

も
舗
は
り
、
柳
奥
歯
ゆ
拡
穀
梁
大
義
迷
に
於
て
勉
の
お
丹
例
を
設
明
す
る
に
蛍
り
、
震
冷
卒
、
葬
の
場
合
を
本
と
し
て
ゐ
る
の
で
お
る
。
命
十
抱
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得
、
か
「
疋
」
を
悉
く
「
承
嫡
」
の
い
設
に
解
す
る
に
封
じ
て
は
鐙
文
系
は
異
議
、
Z
挿
み
、
「
正
』
一
は
常
理
常
例
を
い
ふ
時
も
あ
り
)
悉
く
を
承
嫡
と
解

す
る
は
不
可
た
り
左
い
っ
て
居
り
ハ
際
公
三
年
補
注
〉
共
の
他
柳
輿
閉
山
、
許
松
林
何
れ
も
十
・

ι管
の
設
の
…
迎
ぜ
ざ
る
を
論
難
し
て
ゐ
る
が
、
補

佐
の
設
が
ね
俄
だ
と
思
ム
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
.
穀
梁
が
特
に
体
例
に
よ
り
君
位
の
王
、
不
正
に
就
い
て
厳
章
一
に
考
へ
よ
『
?
乙
す
る

態
度
を
先
づ
指
摘
し
て
、
オ
〈
に
税
逆
事
件
の
幾
っ
か
に
つ
い
て
見
ょ
う
。

ハ
ロ
)
税
逆

経
文
の
文
字
の
出
入
に
よ
り
、
森
秋
の
紋
逆
の
数
に
つ
い

て
は
三
体
北
ハ
に
削
減
(
り
、
市
も
停
の
有
無
も
一公
穀
雨
体
臭
る
潟
に
、
ニ
L

に
は
絞

染
の
立
場
か
ら
設
も
特
色
あ
り
と
思
は
れ
る
も
の
に
づ
い
て
考
へ
る
事
と
す
る
。

先
づ
「
家
公
二
十
六
年
一
本
二
月
半
卯
。
街
符
菩
紙
北
ハ
君
刻
。
」
の
像
、
こ
れ
は
左
仰
に
よ
れ
ば
、
清
一
等
の
父
航
が
紙
一
辺
な
る
献
公
を
一
迩
出

し
公
孫
刻

ハ
献
公
の
弟
)
主
立
て
た
が
、
符
苓
は
死
に
臨
み
て
・
自
分
の
傍
惑
を
悔
い
、
比
ハ
の
子
の

に
選
一
一
一
一
目
し
て
君
を
復
す
べ
く
命
じ
た
に

よ
り
、
苓
は
父
の
命
に
よ
り
献
公
を
立
つ
ぺ
く
現
在
の
君
測
を
殺
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
釘
し
公
羊
は
伴
無
く
、
左
停
は
北
ハ
の
川
非
符
氏
に

在
り
と
し
、
殺
柴
は
、
元
来
刻
は
弟
で
不
正
で
あ
る
が
、
父
が
立
て
て
世
相
と
佐川
し
た
以
上
子
は
之
を
京
と
す
べ
き
で
、
従
づ
て
一止
の
計
と
比

る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。

此
不
正
。
北
ハ
日
何
也
。
防
相
也
立
之
。
存
也
君
之
。
正
也
。

裂
す
る
に
斯
か
る
拭
逆
事
件
に
於
て
、
そ
れ
が
王
の
設
か
不
正
の
設
か
を
問
題
と
し
て
考
へ
る
。
穀
楽
の
態
度
と
、

一
度
計
と
し
た
以
上

五
な
る
訴
と
し
て
扱
ム
黙
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

次
に
「
似
公
九
年
冬
、
晋
思
克
紙
北
ハ
京
之
子
笑
麻
円
。
」
の
依
で
あ
る
。
史
笈
の
説
明
は
省
略
し
て
、
二
L

に
問
題
と
な
る
の
は
、
れ
文
に

「
北
ハ
震
之
子
災
持
。
」
と
あ
る
附
初
で
あ
る
。
即
ち
存
一
十
年
に
卓
子
と
利
息
と
を
私
し
た
際
に
は
「
晋
旦
克
…
紋
共
栄

41A北
ハ
大
夫
初
息
。
ー
一
と
、
「
持

活
」
左
中
一
一
日
っ
て
ゐ
る
の
に
、
実
瀞
ハ
の
場
合
に
は
「
北
ハ
京
之
子
」
と
稀
し
℃
居
る
の
で
あ
る
。
公
羊
は
「
未
給
年
之
定
。
ー
一
で
あ
る
故
で
あ
ゐ

と
い
ふ
に
封
し
、
穀
梁
は
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共
君
之
子
一
疋
者
。
慰
人
一
小
一
子
也
。
顔
人
不
子
何
也
。
不
正
英
殺
世
子
市
生
市
立
之
也

E

と
い
っ
て
ゐ
る
。
「
不
子
」
に
つ
き
て
蒐
注
と
琉
に
引
く
徐
濯
の
設
と
は
異
る
が
、
何
れ
に
し
℃
も
君
牧
の
機
承
の
よ
よ
り
論
守
る
も
の
で
、

正
常
な
る
山
市
生
を
殺
し
℃
立
て
た
実
持
を
恕
む
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
関
聯
し
て
翌
年
旦
克
が
惑
公
に
殺
さ
れ
る
場
合
(
一
十
年
。
晋
殺

北
ハ
大
夫
虫
克
〉
公
羊
は
経
文
が
討
賊
の
献
を
以
て
せ
字
、
普
…
迎
の
大
↓
十
人
を
殺
す
と
同
じ
文
例
に
よ
っ
た
の
は
窓
公
の
大
夫
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
と
す
る
に
釘
し
穀
梁
は
単
一
克
主
部
設
す
る
か
の
如
き
口
吻
さ
へ
感
ぜ
し
め
る
一
一
一
一
口
業
主
以
℃
述
べ
て
ゐ
る
。

(
体
文
省
略
)
即
ち
背
と
総
し

た
の
は
上
に
も
界
わ
り
ハ
郡
関
以
殺
。
，
葬
祭
上
也
。
)
と
し
、
主
耳
は
中
生
亡
き
後
の
君
位
に
邸
く
べ
き
正
営
な
る
も
の
で
、
章
一
斗
わ
に
立
℃

む
と
し
た
の
は
太
子
市
生
の
遺
志
で
あ
り
、
長
克
の
殺
は
電
耳
の
沼
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
J

又
‘
「
哀
公
六
年
秋
。
済
協
生
入
子
持
。
旗
門
糠
乞
紙
北
ハ
君
火
山
。
」
の
奔
の
矛
公
に
幼
生
、
茶
の
踊
子
あ
り
、
陽
生
が
位
を
総
く
べ
き
を
長
公
は

茶
主
立
℃
℃
太
子
と
し
、
協
生
は
陳
乞
の
計
ら
円
げ
で
魯
に
逃
れ
、
長
公
の
奴
後
図
に
邸
内
ノ
て
位
に
つ
き
、
茶
は
朱
毛
と
い
ム
も
の
に
殺
さ
れ
た

事
件
で
あ
る
が
、
経
文
に
は
陳
乞
が
、
試
し
た
と
な
っ
℃
ゐ
る
。
公
羊
は
事
件
を
詳
細
に
述
べ
で
ゐ
る
が
此
の
事
に
は
鰯
れ
ぬ
の
に
お
し
穀
於

は
こ

-
L
P
も
正
不
正
に
言
及
し
、
隊
生
は
正
で

b
っ
て
宏
た
る
べ
く
、
茶
は
不
正
に
し
て
京
位
に
郎
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
幼

生
か
ら
一
言
へ
ば
茶
は
君
で
は
な
く
)
従
っ
て
紋
君
の
界
中
乞
隊
生
に
締
す
る
誇
に
は
行
か
令
、
隙
乞
に
節
し
た
の
で
あ
る
と
い
ム
。
(
一
体
文
省

略
」
此
の
論
の
安
設
か
否
か
は
別
と
し
て
穀
梁
が
常
に
君
位
の
正
不
正
、
即
ち
北
ハ
の
授
受
に
就
い
て
霊
腕
せ
ん
と
す
る
の
は
、
そ
れ
を
明
白

に
す
る
事
に
よ
り
、
震
位
の
安
定
と
傘
巌
と
に
意
を
致
さ
ん
と
す
る
の
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
を
鈴
り
強
調
せ
ん
と
し
て
か
、
或
は
停
例
に
拘

泥
す
る
徐
り
か
却
づ
て
矛
指
さ
へ
感
ぜ
し
め
る
の
で

b
る
。
即
ち
先
の
衡
の
刻
の
如
く
不
正
の
君
で
も
一
度
君
位
に
つ
き
こ
れ
を
対
と
し
た

以
上
や
は
り
正
な
る
君
の
如
く
扱
ふ
と
一
一
一
口
ふ
が
如
き
は
そ
れ
で
あ
る
。

と
に
か
く
穀
梁
の
意
顕
す
る
所
は
君
位
に
於
け
る
客
相
鋭
的
規
準
を
確
立
せ
ん
と
す
る
に
在
る
の
で
、
北
(
の
率
一
笈
そ
れ
自
身
の
判
断
解
燃
に

は
絞
け
る
所
も
あ
る
。

ハ
ハ
〉
議
題
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殺
慾
怯
非
常
手
段
、
宮
以

τ君
位
、
を
奪
び
或
は
篠
崎
隅
ず
る
の
で
あ
る
が
‘
そ
れ
と
正
反
封
の
立
場
に
あ
る
の
は
譲
閣
で
あ
る
。

穣
閣
の
例
と
し
て
先
づ
奉
ぐ
べ
き
は
隠
公
桓
公
の
一
件
で
あ
る
。
穀
梁
は
、
際
公
は
兄
に
し
て
疋
で
あ
り
、
共
の
位
は
君
父
よ
り
受
け
た
る
も

の
で
あ
る
の
に
、
兄
弟
。
天
倫
を
厳
し
紫
父
を
忘
れ
た
る
者
で
あ
る
。
父
が
震
は
一
和
一
公
に
血
(
へ
た
い
と
い
ふ
の
は
邪
志
で
あ
り
、
父
も
就
に

共
の
邪
心
に
克
つ
℃
正
常
去
る
億
一
公
に
鼠
ハ
へ
た
の
で
あ
る
。
議
ら
う
と
す
る
の
は
善
で
あ
る
が
、
北
〈
の
父
の
惑
を
揚
げ
、
君
位
、
主
軽
ん
じ
千

染
の
閣
を
軽
ん
じ
た
る
を
数
り
、
「
春
秋
愛
護
部
不
安
一
息
。
」
と
い
っ
て
ゐ
る
。
(
停
文
省
略
)
穀
梁
の
活
牧
を
重
ん
守
る
態
度
を
明
絞
に
物

部
問
。
℃
ゐ
ゐ
。
然
る
に
八
公
学
は
見
解
を
異
に
し
一
組
公
を
正
世
間
と
す
る
の
で
直
ち
に
比
較
は
出
来
友
い
。

次
に
「
傍
公
二
十
八
年
。
賢
人
執
街
侯
。
筋
之
子
京
向
。
ー
一
の
後
に
、
公
羊
が
叔
武
が
街
伎
の
翁
に
閣
を
譲
ら
ん
と
せ
る
芯
あ
り
し
を
郁

し
て
資
と
七
て
ゐ
る
に
拐
し
穀
梁
そ
れ
に
言
及
せ
宇
、
「
褒
公
二
十
九
年
。
央
子
筏
札
来
勝
」
の
僚
に
、
公
羊
は
季
札
の
閣
を
譲
れ
る
が
放
に

授
と
心
て
ゐ
る
に
お
し
、
穀
梁
は
同
じ
て
資
と
は
す
る
が
君
を
尊
ん
だ
が
震
で
、
議
閣
に
つ
い
て
は
二
百
も
鰯
れ
て
ゐ
な
い
。
「
昭
公
二
十

年
夏
。
市
国
公
合
自
務
出
奔
朱
。
」
の
僚
に
、
公
羊
は
公
子
苓
時
、
を
譲
閣
を
以
て
賢
と
し
、
そ
の
子
孫
ま
主
将
ん
だ
の
で
あ
る
と
い
ふ
に
釣
し

毅
梁
は
仰
も
一
一
一
一
ロ
っ
て
ゐ
な
い
。
「
昭
会
三
十
一
年
冬
」
の
僚
に
も
公
平
は
叔
衡
を
閣
を
譲
れ
る
を
以
て
資
者
と
す
る
に
絞
梁
は
同
じ
く
言
及
し

た
い
。
裂
す
る
に
公
羊
は
五
ケ
所
に
議
閣
を
以
て
替
と
な
し
之
を
賢
と
す
る
に
針
し
穀
梁
は
一
も
言
及
す
る
所
が
な
い
。
こ
れ
全
く
隠
公
の

場
合
に
治
け
る
「
春
秋
貴
義
市
不
資
葱
」
で
あ
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
栄
位
の
授
受
の
重
腕
に
あ
る
も
の
と
忠
ふ
。

ハ
ニ
)
即

{立

党
位
協
憎
承
と
し
て
即
位
に
就
い
之
考
へ
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
・
が
、
…
附
俸
と
も
路
間
裁
で
奉
ぐ
べ
き
も
の
は
な
い
。
但
、
叙
述
、

特
に
関
心
を
有
し
て
ゐ
る
所
二
、
三
ケ
斯
を
見
出
す
が
、
今
ま
で
述
べ
て
来
た
所
に
隷
き
る
故
総
て
省
略
に
従
ム
。

問
一
訟
に
於
て

以
上
二
三
の
事
項
を
中
心
に
し
℃
会
羊
と
の
比
較
に
於
け
る
毅
梁
の
傾
向
の
一
つ
に
就
い
て
考
へ
た
の
で
あ
る
が
、
此
の
毅
梁
が
義
を
主

と
じ
℃
現
笈
を
経
税
ぜ
ん
と
す
る
態
度
は
、
金
俸
を
貰
く
重
要
た
る
傾
向
の
一
つ
で
あ
ゐ
と
忠
ム
。
或
は
ね
料
、
殺
の
傍
例
、
薬
師
、
君
惑
の
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諸
項
民
主
通
じ
て
見
た
る
投
主
の
本
分
に
封
す
る
見
解
に
就
い
℃
見
て
も
、
こ
れ
亦
極
め
て
峻
巌
で
あ
る
。
先
に
傘
王
を
設
き
、
君
主
の
傘

殿
、
を
強
拐
し
て
泣
き
な
が
ら
、
他
方
設
主
に
釘
し
て
も
北
ハ
の
分
を
犬
は
ざ
ら
む
一
品
を
強
く
一
言
ひ
、
君
楼
の
強
化
に
努
め
つ
ト
も
北
ハ
の
反
一
印
「
只

者
殺
之
本
也
。
」
と
騒
々
一
宮
内
ひ
、
初
く
も
分
に
皆
け
ば
設
と
縦
も
北
ハ
の
患
を
綿
穫
し
て
容
赦
せ
ぬ
と
い
ふ
態
度
が
明
瞭
に
表
取
出
来
る
の
も

こ
の
世
税
理
主
重
ん
宇
る
態
度
の
現
れ
で
あ
る
。
m
w
ち
義
と
い
ム
以
上
蛍
然
或
る
規
範
主
意
味
し
、
基
準
を
前
提
と
す
る
。
而
し
て
穀
梁
の
停

の
作
者
は
、
絞
文
の
一
つ
一
つ
の
中
か
ら
箆
殺
に
或
る
客
説
的
規
範
、
基
準
を
久
管
見
山
内
さ
ん
と
し
て
ゐ
る
か
の
如
き
感
を
痛
切
に
感
じ
ら

れ
る
。
州
制
℃
北
ハ
の
客
観
的
規
範
、
基
準
を
確
立
せ
ん
と
せ
ば
常
然
一
般
的
と
な
り
、
特
殊
号
、
る
事
慌
の
的
設
と
北
ハ
の
泊
切
な
る
判
断
汗
慌
に

依
け
、
兵
鋭
的
た
る
事
賞
。
判
践
に
際
し
℃
往
々
に
し
℃
冷
厳
刻
薄
に
も
た
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
情
を
重
ん
や
れ
ば
人
間
性
と
友
情

に
渇
し
た
液
み
が

b
り
.
迫
力
主
持
ち
、
人
心
に
深
く
訴
へ
約
符
せ
し
む
る
郊
の
も
の
を
持
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。
公
羊
が
菩
を
菩
と
し
て

褒
め
る
事
の
多
く
‘
穀
梁
の
反
す
る
事
の
多
い
の
も
共
の
反
映
と
も
兄
ら
れ
、
或
は
「
誌
!
一
む
事
の
数
と
北
ハ
の
総
出
に
於
℃
、
叶
公
羊
が
多
く

炭
き
に
封
し
穀
梁
が
少
く
狭
き
事
も
ニ
れ
を
結
付
け
て
考
へ
る
の
も
強
ち
牽
強
と
の
み
は
一
一
一
一
日
へ
た
い
と
忠
ふ
。
公
平
が
渓
代
に
隆
盛
主
税
め

た
に
お
し
穀
梁
の
衰
微
せ
る
理
由
は
恐
ら
く
続
乏
の
方
面
よ
り
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
が
、
多
少
は
停
文
北
ハ
の
も
の
の
本
質
的
傾
向
に
も
起
詰

問
す
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
想
像
も
せ
ら
れ
る
の
で
る
る
。
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